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（
経
済
産
業
委
員
会
）

電
気
用
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
蓄
電
池
に
よ
る
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
基
準
適
合
義
務
を
課
す
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
製
造
、
販

売
等
を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
旧
電
気
用
品
取
締
法
に
基
づ
く
表
示
の
付
さ
れ
た
電
気
用
品
の
安
定
的
な
流
通
を
確
保
す
る
た

め
の
特
例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義
の
追
加

電
気
用
品
の
定
義
に
「
蓄
電
池
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
追
加
す
る
。

二
、
旧
電
気
用
品
取
締
法
の
表
示
に
係
る
特
例

旧
電
気
用
品
取
締
法
の
規
定
に
よ
り
電
気
用
品
に
付
さ
れ
た
表
示
は
、
電
気
用
品
安
全
法
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
表
示

（
Ｐ
Ｓ
Ｅ
マ
ー
ク
）
と
み
な
す
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
旧
電
気
用
品
取
締
法
の
表
示
に
係
る
特
例
に
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
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ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。


